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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ７ 年 ３ 月 会 議 

議 案 説 明 資 料 
 



青 山 晴 重 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  青
あお

 山
やま

 晴
はる

 重
しげ

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  昭和４４年 ３月  北海道立伊達高等学校卒業 

 

職  歴  昭和４４年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成１４年 ７月～平成１７年７月  虻田町農業委員会委員 

平成１９年 ３月～現在に至る    洞爺湖町農業委員会委員 

      平成 ４年 ４月～平成１８年３月  虻田町体育指導員 

      平成１８年 ６月～平成２２年３月  洞爺湖町体育指導員 

      平成２４年 ８月～現在に至る    洞爺湖町公害対策審議会委員 

      平成２８年１１月～現在に至る    洞爺湖町民生委員児童委員 

       

団体歴等  昭和５０年 ４月  月浦自治会役員（現在に至る。） 
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吉 田 新 一 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  吉
よし

 田
だ

 新
しん

 一
いち

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  昭和５４年 ３月  北海道立豊浦高等学校卒業 

 

職  歴  昭和５４年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成１６年 ４月～平成１８年 ３月   虻田町体育指導員 

      平成１８年 ４月～平成２３年１０月   洞爺湖町体育指導員 

      平成２３年１０月～平成２４年 ３月   洞爺湖町スポーツ推進員 

 

団体歴等  平成１５年 ４月  花和自治会役員 

      令和 ５年 ４月  花和地区農事組合組合長（現在に至る。） 
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田 中 恭 一 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  田
た

 中
なか

 恭
きょう

 一
いち

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  昭和５７年 ３月  酪農学園短期大学卒業 

 

職  歴  昭和５７年 ４月  酪農研修 

昭和６０年 ３月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  令和４年 ４月～現在に至る  洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成２９年 １月  とうや湖農協酪農振興会会長（現在に至る。） 

      平成２９年 １月  とうや湖農協生乳共販委員会会長（現在に至る。） 

      令和 ２年 １月  花和自治会役員（現在に至る。） 
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佐々木 哲 三 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  佐々木
さ さ き

 哲
てつ

 三
ぞう

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  昭和６３年 ３月  北海道自動車短期大学自動車工業科第一部卒業 

 

職  歴  昭和６３年 ４月  トヨタ自動車株式会社勤務 

      平成 元年 ３月  同社退社 

      平成 元年 ９月  一般社団法人日本自動車連盟勤務 

      平成２５年 ３月  同社退社 

平成２５年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

団体歴等  平成３０年 ３月  財田・川東地域資源保全組合役員（現在に至る。） 

      令和 元年１１月  財田・川東水利用組合組合長 
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佐 伯 昌 彦 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  佐
さ

 伯
えき

 昌
まさ

 彦
ひこ

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  昭和５３年 ３月  千葉大学園芸部園芸学科卒業 

 

職  歴  昭和５５年 ４月  農 業（現在に至る。） 

      平成１２年 ５月  有限会社ピュアフーズとうや代表取締役社長 

（現在に至る。） 

      平成１７年 ６月  株式会社マルタ代表取締役社長 

      令和 元年 ６月  株式会社マルタ代表取締役会長 

      令和 ３年 ６月  株式会社マルタ代表取締役会長退任 

 

公 職 歴  平成 ８年 ２月～現在に至る   北海道指導農業士 

      平成１７年 ４月～平成２３年３月 北海道食の安全・安心委員会委員 

平成３０年 ６月～現在に至る   農林水産省食料・農業・農村審議会

果樹・有機部会委員 

平成２９年 ４月～現在に至る   農林水産省未来につながる農業推

進コンクール審査委員 

令和 ４年 ４月～現在に至る   洞爺湖町農業委員会委員 

令和 ５年１１月～現在に至る   洞爺湖町史編さん委員会委員 

 

団体歴等  平成 ７年 ４月  とうや湖農協そ菜連絡振興協議会会長 

平成 ７年 ４月  とうや湖農協セルリー振興協議会会長 

平成１４年 ４月  胆振管内指導農業士・農業士会会長 
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丸 田 学 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  丸
まる

 田
た

 学
まなぶ

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  平成 ５年 ３月  北海道留寿都高等学校卒業 

 

職  歴  平成 ５年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

団体歴等  平成２１年 ４月  洞爺湖町立洞爺小学校ＰＴＡ会長 

      平成１８年 １月  とうや湖農協蔬菜部会長 

平成２５年 ４月  洞爺湖町立洞爺中学校ＰＴＡ会長 

平成３１年 １月  とうや湖農協ゴボウ部会長 
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菊 地 哲 也 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  菊
きく

 地
ち

 哲
てつ

 也
や

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  平成 ４年 ３月  とわの森三愛高等学校酪農経営科卒業 

 

職  歴  平成 ４年 ５月  株式会社自遊館勤務 

      平成 ４年 ９月  同社退社 

      平成 ４年 ９月  有限会社斉藤エム店勤務 

      平成１９年 ３月  同社退社 

平成１９年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  令和 ４年 ４月～現在に至る   洞爺湖町農業委員会委員 

 

 

団体歴等  平成２５年 ４月  洞爺湖町立洞爺高等学校ＰＴＡ会長 

平成２７年 ４月  洞爺湖町立とうや小学校ＰＴＡ会長 

平成３１年 ４月  とうや湖農協馬鈴薯部会副会長 

令和 ６年 ４月  とうや湖農協馬鈴薯部会会長（現在に至る。） 
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曽 川 泰 寛 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  曽
そ

 川
がわ

 泰
やす

 寛
ひろ

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  昭和５８年 ３月  北海道立倶知安農業高等学校卒業 

 

職  歴  昭和５８年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

団体歴等  令和 ４年 ４月  香川自治会役員（現在に至る。） 
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西 岡 正 雄 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  西
にし

 岡
おか

 正
まさ

 雄
お

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  昭和５７年 ３月  北海道立倶知安農業高等学校卒業 

 

職  歴  昭和５７年 ４月  農 業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成２０年 ４月～平成２２年３月 洞爺湖町社会教育委員 

平成２３年１２月～平成２５年３月 洞爺湖町地域福祉計画策定委員会 

委員 

平成２６年 ８月～現在に至る   洞爺湖町公害対策審議会委員 

平成２８年 ４月～現在に至る   洞爺湖町農業委員会委員 

 

団体歴等  平成１１年 ４月  とうや湖農協青年部長 

平成２５年 ４月  大原自治会役員（現在に至る。） 
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宮 本 好 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  宮
みや

 本
もと

 好
よしみ

 

 

生年月日  昭和  年  月  日生 

 

学  歴  平成１７年 ３月  札幌大学女子短期大学部英文学科卒業 

 

職  歴  平成１７年 ４月  宗教法人北海道神宮勤務 

      平成２０年 ３月  同社退社 

      平成２０年 ４月  株式会社阪急交通社札幌支店勤務 

      平成２２年１０月  同社退社 

      平成２２年１０月  有限会社 Sabisabi勤務 

      平成２６年 ３月  同社退社 

平成２７年 ４月  洞爺湖町地域おこし協力隊 着任 

平成３０年 ３月  同隊退任 

平成３０年 ４月  自営業 

 

公 職 歴  令和 ２年 ２月～現在に至る   洞爺湖町まちづくり審議会委員 

令和 ５年 ９月～現在に至る   洞爺湖町地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）策定委員会委員 

令和 ５年１０月～現在に至る   洞爺湖町教育行政審議会委員 

       

       

団体歴等  平成３０年 ４月  NPO法人洞爺まちづくり観光協会理事 

（現在に至る。） 

      平成３１年 ４月  NPO法人洞爺湖有珠山火山マイスターネットワー

ク理事（現在に至る。） 

令和 ６年 ３月  財田・川東地域資源保全組合役員（現在に至る。） 
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洞爺湖町の休日を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

（洞爺湖町の休日） （洞爺湖町の休日） 

第１条 略 

 ⑴及び⑵ 略 

第１条 略 

 ⑴及び⑵ 略 

⑶ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除

く。） 

⑶ １２月３１日から翌年の１月５日までの日（前号に掲げる日を除

く。） 

２ 略 ２ 略 

 

 

洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現       行 

（休日） （休日） 

第９条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）には、特に勤

務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務す

ることを要しない。１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日

法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。）についても、

同様とする。 

第９条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）には、特に勤

務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務す

ることを要しない。１２月３１日から翌年の１月５日までの日（祝日

法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。）についても、

同様とする。 
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洞爺湖町社会教育施設条例新旧対照表（第３条関係） 

改   正   案 現       行 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

社会教育施設の開館時間及び休館日 社会教育施設の開館時間及び休館日 

施設名 開館時間 休館日 

虻田ふれ合いセンター 午前９時か

ら午後９時

まで 

１２月２８日から翌年の１月３日

まで 

あぶた母と子の館 午前９時か

ら午後９時

まで 

⑴ １２月２８日から翌年の１月

３日まで 

⑵ 略 

洞爺総合センター 午前９時か

ら午後９時

まで 

１２月２８日から翌年の１月３日

まで 

 

施設名 開館時間 休館日 

虻田ふれ合いセンター 午前９時か

ら午後９時

まで 

１２月３０日から翌年の１月５日

まで 

あぶた母と子の館 午前９時か

ら午後９時

まで 

⑴ １２月３０日から翌年の１月

５日まで 

⑵ 略 

洞爺総合センター 午前９時か

ら午後９時

まで 

１２月３０日から翌年の１月５日

まで 
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洞爺湖町体育施設条例新旧対照表（第４条関係） 

改   正   案 現      行 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

体育施設の開館時間及び休館日 体育施設の開館時間及び休館日 

施設名 開館時間 休館日 

あぶた体育館 午前９時から午後９時

まで 

⑴ 月曜日 

⑵ １２月２８日から翌年の１

月３日まで 

略 略 略 
 

施設名 開館時間 休館日 

あぶた体育館 午前９時から午後９時

まで 

⑴ 月曜日 

⑵ １２月３０日から翌年の１

月５日まで 

略 略 略 
 

 

洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例新旧対照表（第５条関係） 

改   正   案 現      行 

（開設期間、利用時間及び休館日） （開設期間、利用時間及び休館日） 

第７条 施設の開設期間、利用時間及び休館日は、次の各号に掲げると

おりとする。 

⑴及び⑵ 略 

第７条 設の開設期間、利用時間及び休館日は、次の各号に掲げるとお

りとする。 

 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 施設の休館日は、次のとおりとする。 ⑶ 施設の休館日は、次のとおりとする。 

ア スポーツ交流館 １２月２９日から１月３日及び７月１日から

８月末日を除く毎週火曜日とする。 

ア スポーツ交流館 １２月３０日から１月５日及び７月１日から

８月末日を除く毎週火曜日とする。 

イ スポーツ交流館以外の施設 １２月２９日から１月３日とす

る。 

イ スポーツ交流館以外の施設 １２月３０日から１月５日とす

る。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 
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洞爺湖文化センター条例新旧対照表（第６条関係） 

改   正   案 現      行 

（開館時間及び休館日） （開館時間及び休館日） 

第４条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。 第４条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。 

開館時間 休館日 

午前９時から午後９時まで １２月２９日から翌年の１月３日まで 
 

開館時間 休館日 

午前９時から午後９時まで １２月３０日から翌年の１月５日まで 
 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

 

洞爺湖町観光情報センター設置条例新旧対照表（第７条関係） 

改   正   案 現      行 

（開館時間及び休館日） （開館時間及び休館日） 

第４条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、

町長が特に認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を設けるこ

とができる。 

第４条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、

町長が特に認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を設けるこ

とができる。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 休館日 １２月２９日から１月３日までの日 ⑵ 休館日 １２月３１日から１月５日までの日 
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洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、

その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に

処せられたもの 

⑶ 基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、

その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮 以上の刑に

処せられたもの 

⑷ 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたも

の 

⑷ 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられたも

の 

第２３条 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支

給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したもの

が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時

差し止めることができる。 

第２３条 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支

給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したもの

が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時

差し止めることができる。 

⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る

犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴

訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によ

⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る

犯罪について禁錮 以上の刑が定められているものに限り、刑事訴

訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によ
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るものを除く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定し

ていない場合 

るものを除く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定し

ていない場合 

⑵ 略 ⑵ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止

処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合に

おいて、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

３ 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止

処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合に

おいて、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為

に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為

に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられなかった場合 

⑵及び⑶ 略 ⑵及び⑶ 略 

４～６ 略 ４～６ 略 
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洞爺湖町行政不服審査会条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現      行 

（罰則） （罰則） 

第９条 第３条第６項（第５条第４項において準用する場合を含む。）

の規定に違反して秘密を洩らした者は、１年以下の拘禁刑又は５０万

円以下の罰金に処する。 

第９条 第３条第６項（第５条第４項において準用する場合を含む。）

の規定に違反して秘密を洩らした者は、１年以下の懲役 又は５０万

円以下の罰金に処する。 

 

洞爺湖町議会の個人情報の保護に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

改   正   案 現      行 

第６章 罰則 第６章 罰則 

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５

条第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた

者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の

取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者

が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第

２条第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の拘禁

刑又は１００万円以下の罰金に処する。 

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５

条第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた

者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の

取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者

が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第

２条第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役

 又は１００万円以下の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情

報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用

したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情

報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用

したときは、１年以下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供 第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供
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する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁

的記録を収集したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金

に処する。 

する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁

的記録を収集したときは、１年以下の懲役 又は５０万円以下の罰金

に処する。 
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洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（扶養手当） （扶養手当） 

第１２条 略 第１２条 略 

２ 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主

としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主

としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

 ⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。） 

⑴～⑸ 略 ⑵～⑹ 略 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項において

「扶養親族たる子」）という。）については１人につき１３，０００

円、前項第２号から第５号までのいずれかに該当する扶養親族につい

ては１人につき６，５００円                                     

                                                             

とする。 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号まで         

                                                              

                           のいずれかに該当する扶養親族につい

ては１人につき６，５００円、同項第２号に該当する扶養親族（以下

「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０，０００円

とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日か

ら満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間            

                にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前

項の規定にかかわらず、５，０００円に当該期間にある当該扶養親族

たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とす

る。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日か

ら満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下「特定

期間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前

項の規定にかかわらず、５，０００円に特定期間にある当該扶養親族

たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とす

る。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の  
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改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

第１３条 削除  第１３条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の

各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、

直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。 

 ⑴ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

 ⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子

又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２

２歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族た

る要件を欠くに至った場合を除く。） 

 ２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合に

おいてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定によ

る届出に係るものがない場合においてその職員に同項第１号に掲げる

事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの

日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、扶養手

当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ

その者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養

親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を

欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月（これら

の日が月の初日であるときは、その属する月の前月）をもって終わる。

ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、

これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後になされたときは

その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）から行うものとする。 
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 ３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合におい

ては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただ

し書の規定は、第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の

支給額の改定について準用する。 

 ⑴ 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生

じた場合 

 ⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出

に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

 ⑶ 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののう

ち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１５条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 第１５条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項から第３項まで

において「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項及び次項において「運賃等」という。）を負担することを

常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下                     

       「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下                      「運賃等」という。）を負担することを

常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

⑵及び⑶ 略 ⑵及び⑶ 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 
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⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めると

ころにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の

額に相当する額（次項において「運賃等相当額」という。）       

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                  

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めると

ころにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の

額に相当する額（以下        「運賃等相当額」という。）。ただ

し、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下「１

か月当たりの運賃等相当額」という。）が５５，０００円を超える

ときは、支給単位期間につき、５５，０００円に支給単位期間の月

数を乗じて得た額（その者が２以上の交通機関等を利用するものと

して当該運賃等の額を算出する場合において、１か月当たりの運賃

等相当額の合計額が５５，０００円を超えるときは、その者の通勤

手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，

０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額） 

⑵ 略 ⑵ 略 

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等の利用距離、自動車等の使

用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前２号に定める

額、第１号に定める額又は前号に定める額                       

                                                            

                                                            

                                                            

      

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等の利用距離、自動車等の使

用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前２号に定める

額（１か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５

５，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は前項に定

める額 

３ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関

等が２以上ある場合においては、その合計額）及び前項第２号に定め

る額の合計額が１５０，０００円を超える職員の通勤手当の額は、同

項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のう
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ち最も長い支給単位期間につき、１５０，０００円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額とする。 

４～７ 略 ３～６ 略 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第２０条 第１１条第１項の規定に基づく規則で指定する職にある職員

が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例

第３条第１項及び第９条の規定に基づく週休日又は祝日法等による休

日等（次項において「週休日等」という。）に勤務をした場合は、当

該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

第２０条 第１１条第１項の規定に基づく規則で指定する職にある職員

が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例

第３条第１項及び第９条の規定に基づく週休日又は祝日法等による休

日等（次項において「週休日等」という。）に勤務した  場合は、当

該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、同項に定める職員が災害への対処その

他の臨時又は緊急の必要により午後１０時から翌日の          午前

５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤

務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別

勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、同項に定める職員が災害への対処その

他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前

５時までの間                                  であって正規の勤

務時間以外の時間に勤務した  場合は、当該職員には、管理職員特別

勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮し

て規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に１００分の１５

０を乗じて得た額）とする。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額                                            

                                                              

                  とする。 

⑴ 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、６，０００円を

超えない範囲内において規則で定める額                        

                                                            

                       

⑴ 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、６，０００円を

超えない範囲内において規則で定める額（同項の勤務に従事する時

間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の

１５０を乗じて得た額） 

⑵ 略 ⑵ 略 
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４ 略 ４ 略 

（特定の職員についての適用除外） （特定の職員についての適用除外） 

第２５条 略 第２５条 略 

２ 第１２条                                の規定は、定年前再任

用短時間勤務職員には適用しない。 

２ 第１２条、第１３条、第１４条及び第１７条の規定は、定年前再任

用短時間勤務職員には適用しない。 
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洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改   正   案 現      行 

目次 目次 

第１章及び第２章 略 第１章及び第２章 略 

第３章 略 第３章 略 

第１節及び第２節 略 第１節及び第２節 略 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条） 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条） 

 第４章 雑則（第５３条）  

  

 （利用定員）  （利用定員） 

第４条 略 第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区

分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定

員を定めるものとする。ただし、法第１９条第３号   に掲げる小

学校就学前子どもの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前

子ども及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものと

する。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区

分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定

員を定めるものとする。ただし、法第１９条第１項第３号に掲げる小

学校就学前子どもの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前

子ども及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものと

する。 

 ⑴ 認定こども園 法第１９条各号   に掲げる小学校就学前子ど

もの区分 

 ⑴ 認定こども園 法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分 

 ⑵ 幼稚園 法第１９条第１号   に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

 ⑵ 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

 ⑶ 保育所 法第１９条第２号   に掲げる小学校就学前子どもの  ⑶ 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの
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区分及び同条第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 区分及び同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 略 第５条 略 

 ２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、

前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、

当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保

育施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

  ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

 ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する

方法 

 イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ

て利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁

的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする

場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録する方法） 
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  ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製す

るファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方

法 

 ３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力するこ

とによる文書を作成することができるものでなければならない。 

 ４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の

使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

 ５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要

事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電

磁的方法による承諾を得なければならない。 

  ⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するも

  の 

  ⑵ ファイルへの記録の方式 

 ６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込

者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第１項に規定する重

要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利

用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

  

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等）  （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
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第６条 略 第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１号   に

掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施

設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法により選考しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施

設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号   又

は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用で

きるよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又

は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用で

きるよう、選考するものとする。 

４及び５ 略 ４及び５ 略 

  

 （あっせん、調整及び要請に対する協力）  （あっせん、調整及び要請に対する協力） 
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第７条 略 第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、法第１９条第２号   又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特

定教育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附

則第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

規定により町が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特

定教育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附

則第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

規定により町が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 

  

 （受給資格等の確認）  （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場

合は、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保育

給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７

条第２項の規定による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、

教育・保育給付認定子どもの該当する法第１９条各号   に掲げる

小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必

要量（法第２０条第３項に規定する保育必要量をいう。）等を確かめ

るものとする。 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場

合は、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保育

給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７

条第２項の規定による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、

教育・保育給付認定子どもの該当する法第１９条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必

要量（法第２０条第３項に規定する保育必要量をいう。）等を確かめ

るものとする。 

  

 （利用者負担額等の受領）  （利用者負担額等の受領） 

第１３条 略 第１３条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 
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４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

 ⑴及び⑵ 略  ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 食事の提供（次に掲げるものは除く。）に要する費用  ⑶ 食事の提供（次に掲げるものは除く。）に要する費用 

  ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給

付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合

算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対

する副食の提供 

  ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給

付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合

算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対

する副食の提供 

   （ア） 法第１９条第１号   に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

   （ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

   （イ） 法第１９条第２号   に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。イ（イ）において同じ。） ５７，７００円（令

第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者

にあっては、７７，１０１円） 

   （イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。イ（イ）において同じ。） ５７，７００円（令

第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者

にあっては、７７，１０１円） 

  イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ど

も（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の

第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下このイに

おいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）

又は（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該

  イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ど

も（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の

第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下このイに

おいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）

又は（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該
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当するものを除く。） 当するものを除く。） 

   （ア） 法第１９条第１号   に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は

小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の

年長者である者を除く。）である者 

   （ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は

小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の

年長者である者を除く。）である者 

   （イ） 法第１９条第２号   に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そ

のうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である

者 

   （イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そ

のうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である

者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 ⑷及び⑸ 略  ⑷及び⑸ 略 

５及び６ 略 ５及び６ 略 

  

 （特定教育・保育の取扱方針）  （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの

心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければ

ならない。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの

心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければ

ならない。 

 ⑴ 略  ⑴ 略 

 ⑵ 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受

けた施設及び同条第１０項の規定による公示がされたものに限る。）

 次号及び第４号に掲げる事項 

 ⑵ 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受

けた施設及び同条第１１項の規定による公示がされたものに限る。）

 次号及び第４号に掲げる事項 
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 ⑶ 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第２５条第１項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育

課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

 ⑶ 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第２５条   の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育

課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

 ⑷ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容

について内閣総理大臣が定める指針 

 ⑷ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容

について厚生労働大臣が定める指針 

２ 略 ２ 略 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

 ⑴～⑶ 略  ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１号 に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、

学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・

保育の提供を行わない日 

 ⑷ 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっ

ては、学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定

教育・保育の提供を行わない日 

 ⑸～⑾ 略  ⑸～⑾ 略 

  

 （掲示等）  （掲示 ） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申
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込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示

するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によっ

て直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送

信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）によ

り公衆の閲覧に供しなければならない。 

込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示

しなければならない                      

                               

                               

                 。 

  

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２６条 削除  第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に

限る。以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管

理者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第４７条第３項

の規定により懲戒に関しその教育・保育給付認定子どもの福祉のため

に必要な措置をとるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その

権限を濫用してはならない。 

  

 （特別利用保育の基準）  （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１号   に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合に

は、法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合に

は、法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１号   に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特
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定教育・保育施設を現に利用している同条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第３号の規定により定められた法第１９条第２号   に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

定教育・保育施設を現に利用している同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第３号の規定により定められた法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には

特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次

条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６

条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・

保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項にお

いて同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第１

３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける

者を除く。）」と同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」

とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には

特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次

条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６

条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・

保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項にお

いて同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第１

３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける

者を除く。）」と同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」

とする。 
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 （特別利用教育の基準）  （特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第２号   に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合

には、法第３４条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければなら

ない。 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合

には、法第３４条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければなら

ない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第２号   に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第２号の規定により定められた法第１９条第１号   に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第２号の規定により定められた法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には

特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限

る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設

（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「利用の申込みに係る法第１９条第１号   に掲げる

小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第

２号   に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には

特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中                        

                               

                               

      「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校

-35-



就学前子どもに該当する教育・保育給付認定こども」とあるのは「同

条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第

１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と同号イ（イ）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別

利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定こども」とあるのは「同

項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員」とあるのは「同項第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第

１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と同号イ（イ）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別

利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

  

 （利用定員） （利用定員） 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員

（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小

規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４２条第３項第１号において同じ。）及び小規模保育事業

Ｂ型（同令 第２７条に規定する小規模保育事業B型をいう。同号にお

いて同じ。）にあっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同

条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）

にあっては６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人と

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員

（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小

規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４２条第３項第１号において同じ。）及び小規模保育事業

Ｂ型（同省令第２７条に規定する小規模保育事業B型をいう。同号にお

いて同じ。）にあっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同

条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）

にあっては６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人と
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する。 する。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域

型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地

域型保育事業所」という。）ごとに、法第１９条第３号   に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業

所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第４２

条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子ど

もを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事

業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業

主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用

する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福

祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等をいう。）に

係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合

等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及び

その他の小学校就学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満

たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分

して定めるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域

型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地

域型保育事業所」という。）ごとに、法第１９条第１項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業

所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第４２

条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子ど

もを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事

業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業

主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用

する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福

祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等をいう。）に

係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合

等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及び

その他の小学校就学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満

たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分

して定めるものとする。 

  

 （内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第３８条 略  第３８条 略 

 ２ 第５条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付

について準用する。 
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 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 略  第３９条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第３号  

  に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事

業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第

３号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。以下この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選

考するものとする。 

３及び４ 略 ３及び４ 略 

  

 （特定教育・保育施設等との連携）  （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又

は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく

困難であると町が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定

地域型保育事業者については、この限りでない。 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又

は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく

困難であると町が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定

地域型保育事業者については、この限りでない。 
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 ⑴及び⑵ 略  ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けて

いた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳

未満保育認定子どもにあっては、第３７条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第４項第１号において同

じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、

引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供するこ

と。 

 ⑶ 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けて

いた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳

未満保育認定子どもにあっては、第３７条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号       において同

じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、

引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供するこ

と。 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９

条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人

以上のものに限る。）又は国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１

０７号）第１２条の４第１項に規定する国家戦略特別区域小規模保育

事業を行う事業所であって、町長が適当と認めるものを第１項第３号

に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保

しなければならない。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９

条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人

以上のものに限る。）                      

                               

        であって、町長が適当と認めるものを第１項第３号

に掲げる事項に係る連携協力を行う者      として適切に確保

しなければならない。 

 ⑴及び⑵ 略  ⑴及び⑵ 略 

６～９ 略 ６～９ 略 

  

 （特定地域型保育の取扱方針）  （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について
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内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、

小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供

を適切に行わなければならない。 

厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、

小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供

を適切に行わなければならない。 

  

 （特別利用地域型保育の基準）  （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１号   に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１号

   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認

定子ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２

号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項の規定により定められた

利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認

定子ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項の規定により定められた

利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例

地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ

含むものとして、前節（第４０条第２項を除き、前条において準用す

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例

地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ

含むものとして、前節（第４０条第２項を除き、前条において準用す
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る第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１

７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第

３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９

条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第３号   に掲げる小

学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１

号   に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同

じ。）」とあるのは「同号又は同条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域

型保育の対象となる法第１９条第２号   に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に

掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同条第３号に掲げる小学校

就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型

保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正

な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象

となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除

く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準によ

る第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１

７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第

３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９

条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる小

学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同

じ。）」とあるのは「同号又は同項第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域

型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に

掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校

就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型

保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正

な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象

となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除

く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準によ
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り算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又

はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各

項」とあるのは「前３項」とする。 

り算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又

はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各

項」とあるのは「前３項」とする。 

  

 （特定利用地域型保育の基準）  （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第２号   に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第２号

   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１号   に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）

の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）

の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地
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域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、前節の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号   に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

と、「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０条

第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型

保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満

３歳以上保育認定子どもに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げ

るものを除く。）に要する費用」とする。 

域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、前節の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

と、「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０条

第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型

保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満

３歳以上保育認定子どもに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げ

るものを除く。）に要する費用」とする。 

  

第４章 雑則  

 （電磁的記録等）  

第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているも

のについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電
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子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことが

できる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提

出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合に

は、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、

教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項

（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特

定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保

護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合

において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提

供したものとみなす。 

 

 ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの  

  ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付

認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を

通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する方法 

 

  イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付
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認定保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る

電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイル

に当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保

育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨

を記録する方法） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの

記録を出力することによる文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。 

 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しよう

とするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認

定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 

 ⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用する

もの 

 

 ⑵ ファイルへの記録の方式  

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保

育給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提

供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者

に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしては

ならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定に
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よる承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等によ

る同意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面

等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この

条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」

と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあ

るのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同

意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、

「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得

る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する

前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用

する第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」

と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用す

る第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項において準

用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規

定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 
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洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改   正   案 現      行 

目次 目次 

第１章～第４章 略 第１章～第４章 略 

第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４８条） 第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４８条） 

第６章 雑則（第４９条）  

  

 （保育所等との連携）  （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅

訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第１

４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第５項、第１６条

並びに第１７条第１項から第３項まで並びに附則第３条において同

じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家

庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対

して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１

項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この

条において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次の各号に掲

げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第７条第４項に規定する保育所をいう。以下同じ。）、

幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）又は認定こども園

（同項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければならない。 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅

訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第１

４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第５項、第１６条

並びに第１７条第１項から第３項まで並びに附則第３条において同

じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家

庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対

して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１

項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第３号 

 において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次の各号に掲

げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第７条第４項に規定する保育所をいう。以下同じ。）、

幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）又は認定こども園

（同項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければならない。 
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 ⑴及び⑵ 略  ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼

児（事業所内保育事業（法第６条の３第１２項に規定する事業所内保

育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第４２条に規

定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第４項第１号に

おいて同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育又は保育を提供すること。 

 ⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼

児（事業所内保育事業（法第６条の３第１２項に規定する事業所内保

育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第４２条に規

定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号        に

おいて同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育又は保育を提供すること。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 町長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用

しないこととすることができる。 

 

 ⑴ 町長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家

庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先

的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必

要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 

 ⑵ 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合

を除く。)。 

 

５ 前項(第２号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入

所定員が２０人以上のものに限る。)又は国家戦略特別区域法（平成２

５年法律第１０７号）第１２条の４第１項に規定する国家戦略特別区域
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小規模保育事業を行う事業所であって町長が適当と認めるものを第１

項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適

切に確保しなければならない。 

 ⑴ 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第５９条の２第１

項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第６条の３第

１２項に規定する業務を目的とするものに限る。) 

 

 ⑵ 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的

とする施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必

要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団

体の補助を受けているもの 

 

  

 （安全計画の策定等）  

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るた

め、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安

全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含

めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安

全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」と

いう。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者と  
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の連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容

等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 

 （自動車を運行する場合の所在の確認）  

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行

するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳

幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の

所在を確認しなければならない。 

 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳

幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並び

にこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しな

いものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落

としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行す

るときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落とし

を防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用

乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

 

  

 （他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準）  （他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第１０条 家庭的保育事業者等は、他の社会福祉施設等を併せて設置す

るときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家

庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福

第１０条 家庭的保育事業者等は、他の社会福祉施設等を併せて設置す

るときは                  、必要に応じ当該家

庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福
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祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。         

                               

              

祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、保育室及び

各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員に

ついては、この限りでない。 

  

  （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１３条 削除 第１３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第４７条第３項

の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を

とるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱しめる等その権限を濫用し

てはならない。 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１４条 略 第１４条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症及び食

中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならな

い。 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症及び食

中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる    

                               

                    よう努めなければならな

い。 

３～５ 略 ３～５ 略 

  

 （保育の内容）  （保育の内容） 

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総理大

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する厚生労働大
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臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する

乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する

乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

  

 （設備基準）  （設備基準） 

第２８条 略 第２８条 略 

 ⑴～⑹ 略  ⑴～⑹ 略 

 ⑺ 略  ⑺ 略 

ア 略 ア 略 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １及び２ 略 

避難用 １～４ 略 

３階 常用 １及び２ 略 

避難用 １～３ 略 

４階以

上の階 

常用 １及び２ 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第

３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第

１項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の

１階から保育室等が設けられている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、バルコニー又は      

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １及び２ 略 

避難用 １～４ 略 

３階 常用 １及び２ 略 

避難用 １～３ 略 

４階以

上の階 

常用 １及び２ 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第

３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第

１項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の

１階から保育室等が設けられている階までの部分に限

り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かっ

-52-



 

 

                        

                        

                        

              付室(階段室が同条第

３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号

に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡す

ることとし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第

１０号を満たすものとする。） 

２及び３ 略 
 

て開くことのできる窓若しくは排煙設備（同条第３項

第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるものその他有効に排煙することができると認めら

れるものに限る。）を有する付室          

                        

                 を通じて連絡す

ることとし、かつ、同条第３項第２号、第３号及び第

９号 を満たすものとする。） 

２及び３ 略 
 

ウ～ク 略 ウ～ク 略 

  

 （職員）  （職員） 

第２９条 略 第２９条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とする。 

 ⑴及び⑵ 略  ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（法

第６条の３第１０号第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人（法

第６条の３第１０号第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人  ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事

業所Ａ型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事

業所Ａ型に勤務する保健師又は看護師     を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。 
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 （職員）  （職員） 

第３１条 略 第３１条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各

号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は

保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各

号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は

保育士とする。 

 ⑴及び⑵ 略  ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（法

第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人（法

第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人  ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事

業所Ｂ型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事

業所Ｂ型に勤務する保健師又は看護師     を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。 

  

 （居宅訪問型保育事業）  （居宅訪問型保育事業） 

第３７条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供する

ものとする。 

第３７条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供する

ものとする。 

 ⑴～⑶ 略  ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１

２９号）第６条第４項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保

護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労そ

 ⑷ 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１

２９号）第６条第４項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保

護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合           
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の他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼

児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家

庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町長

が認める乳幼児に対する保育 

                              

              への対応等、保育の必要の程度及び家

庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町長

が認める乳幼児に対する保育 

  

 （設備の基準）  （設備の基準） 

第４３条 事業所内保育事業（利用定員が２０人以上のものに限る。以

下この条、第４５条及び第４６条において「保育所型事業所内保育事

業」という。）を行う事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」

という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

第４３条 事業所内保育事業（利用定員が２０人以上のものに限る。以

下この条、第４５条及び第４６条において「保育所型事業所内保育事

業」という。）を行う事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」

という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴～⑺ 略  ⑴～⑺ 略 

 ⑻ 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育

室等を３階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するも

のであること。 

 ⑻ 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育

室等を３階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するも

のであること。 

ア 略 ア 略 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １及び２ 略 

避難用 １～４ 略 

３階 常用 １及び２ 略 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １及び２ 略 

避難用 １～４ 略 

３階 常用 １及び２ 略 
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避難用 １～３ 略 

４階

以上

の階 

常用 １及び２ 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項

の場合においては、当該階段の構造は、建築物の１階か

ら保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内

と階段室とは、バルコニー又は           

                         

                         

                         

    付室(階段室が同条第３項第２号に規定する構

造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するも

のに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第３

項第３号、第４号及び第１０号を満たすものとする。） 

２及び３ 略 
 

避難用 １～３ 略 

４階

以上

の階 

常用 １及び２ 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項

の場合においては、当該階段の構造は、建築物の１階か

ら保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内

と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くこと

のできる窓若しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定

する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他

有効に排煙することができると認められるものに限る。）

を有する付室                   

                         

     を通じて連絡することとし、かつ、同条第３

項第２号、第３号及び第９号 を満たすものとする。） 

２及び３ 略 
 

ウ～ク 略 ウ～ク 略 

  

 （職員）  （職員） 

第４４条 略 第４４条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき

２人を下回ることはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき

２人を下回ることはできない。 

 ⑴ 乳児 おおむね３人につき１人  ⑴ 乳児 おおむね３人につき１人 
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 ⑵ 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人  ⑵ 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（法

第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人（法

第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人  ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業

所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限

り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業

所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師     を、１人に限

り、保育士とみなすことができる。 

  

 （連携施設に関する特例）  （連携施設に関する特例） 

第４５条 略 第４５条 略 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第

２号に規定する事業を行うものであって、町長が適当と認めるものにつ

いては、第６条第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしな

いことができる。 

 

  

 （職員）  （職員） 

第４７条 略 第４７条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士と

する。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士と

する。 

 ⑴及び⑵ 略  ⑴及び⑵ 略 
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 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（法

第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人（法

第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次

号において同じ。） 

 ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人  ⑷ 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業

所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限

り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業

所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師     を、１人に限

り、保育士とみなすことができる。 

  

   第６章 雑則  

 （電磁的記録）  

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 
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洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改   正   案 現      行 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図る

ため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事

業者の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所以外での活動、

取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活

における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健

全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条

において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知

するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者

との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内

容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、

必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所以外での活

動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行す 

るときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を
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確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなけれ

ばならない。 

 

 （職員） 

第１０条 略 

 

 

 

 （職員） 

第１０条 略 

２ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、

その一人を除き、補助員（放課後児童支援員が行う支援について、放課

後児童支援員を補助する者をいう。第６項においても同じ）をもってこ

れに代えることができる。 

３ 前項の規定に関わらず、一つの支援の単位の利用者が５人以下となる

時間帯において、利用者の安全確保方策が図られている時に限り、放課

後児童支援員の数を支援の単位ごとに１人とすることができる。ただ

し、放課後児童支援員の確保が困難である場合には、補助員をもって代

えることができる。 

４ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都

道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条

の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の２２第１項の中

核市の長が行う研修を修了したもの（放課後児童健全育成事業者が研

修計画を定めて、当該研修を採用から２年以内に修了することを予定し

ているものを含む）でなければならない。 

⑴～⑽ 略 

５及び６ 

 

 

２ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、

その一人を除き放課後児童支援員が行う支援について、放課後児童支援

員を補助する者（以下「補助員」という。）       をもってこ

れに代えることができる。 

 

 

 

 

 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都

道府県知事                          

                               

    が行う研修を修了したもの               

                               

         でなければならない。 

⑴～⑽ 略 

４及び５ 
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 （業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所

ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなけ

ればならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 

 （衛生管理等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （衛生管理等） 

第１３条 略 第１３条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる

                               

                        よう努めなけれ

ばならない。 

３ 略 
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洞爺湖町長寿祝い金条例新旧対照表 

改   正   案 現      行 

（受給資格） 

第２条 祝い金の支給を受けることができる者は、当該年度４月１日に

おいて本町に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき記

録されている者で、当該年度内に満１００歳      に達する者

で当該誕生月の初日に現存している者であって、          

    本町に通算して３０年以上住民基本台帳法に基づき記録され

ている者とする。 

 

（祝い金の金額及び支給時期） 

第３条 祝い金の額は、３万円分のとうやコイン及び記念品とする。  

           祝い金は、当該誕生月の月末までに支給する

ものとする。 

（受給資格） 

第２条 祝い金の支給を受けることができる者は、当該年度４月１日に

おいて本町に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき記

録されている者で、当該年度内に満１００歳及び満８８歳に達する者

で当該誕生月の初日に現存している者であって、満１００歳の者につ

いては、本町に通算して１０年以上住民基本台帳法に基づき記録され

ている者とする。 

 

（祝い金の金額及び支給時期） 

第３条 祝い金の額は、１００歳祝い金については２０万円、８８歳に

ついては２万円とする。祝い金は、当該誕生月の月末までに支給する

ものとする。 
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洞爺湖町国民健康保険税条例新旧対照表 

改   正   案 現      行 

（課税額） （課税額） 

第２条 略 第２条 略 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（第１条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が６６万円を超える場合においては、基

礎課税額は、６６万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（第１条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が６５万円を超える場合においては、基

礎課税額は、６５万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が２２万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２２万円とする。 

４ 略 

 

４ 略 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６６万

円を超える場合には、６６万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５万

円を超える場合には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た
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額が２６万円を超える場合には、２６万円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

額が２２万円を超える場合には、２２万円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

⑴ 略 ⑴ 略 

ア～カ 略   ア～カ 略 

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき３０万５，０００円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき２９万５，０００円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 略   ア～カ 略 

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき５６万円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき５４万５，０００円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア～カ 略 

２ 略 

ア～カ 略 

２ 略 
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洞爺湖町公園条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

イ 略 

 

ロ その他の公園 

イ 略 

 

ロ その他の公園 

公園名 位置 面積 

望羊台広場 略 略 

洞爺高校メモリアル

公園 

略 略 

 

公園名 位置 面積 

望羊台広場 略 略 

えぼし岩公園 虻田郡洞爺湖町岩屋１５番地５ ３．９５㌶ 

洞爺高校メモリアル

公園 

略 略 
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位置図

道
道
洞
爺
公
園
洞
爺
線

洞爺湖町公園条例の一部改正資料（えぼし岩公園）議案第５３号
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洞爺湖町立学校設置条例新旧対照表 

改  正  案 現       行 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

名称 位置 

虻田中学校 虻田郡洞爺湖町栄町５９番地１ 

洞爺中学校  略 
 

名称 位置 

虻田中学校 虻田郡洞爺湖町入江１９０番地８ 

洞爺中学校  略 
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議案第５５号 町道岩屋２号線 平面図

岩屋２号線 L=100.32m
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